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平成２９年１０月城南衛生管理組合議会定例会会議録 

 

平成２９年１０月１７日 

午 前 １ ０ 時  開 議 

 

１ 出席議員 

太 田 克 彦  議 員 

亀 田 優 子  議 員 

近 藤 恒 史  議 員 

田 島 祥 充  議 員 

馬 場  哉   議 員 

藤 本 英 樹  議 員 

岩 田  剛   議 員 

岡 田 久 雄  議 員 

一 瀬 裕 子  議 員 

上 原  敏   議 員 

熊 谷 佐和美  議 員 

 西  良 倫  議 員 

信 貴 惠 太  議 員 

松 本 義 裕  議 員 

秋 月 新 治  議 員 

池 田 輝 彦  議 員 

岡 本 里 美  議 員 

荻 原 豊 久  議 員 

真 田 敦 史  議 員 

鳥 居  進   議 員 

山 崎 恭 一  議 員 

渡 辺 俊 三  議 員 

 

２ 説明のため出席した者 

山 本  正   管 理 者 

奥 田 敏 晴  副管理者 

堀 口 文 昭  副管理者 

信 貴 康 孝  副管理者 

西 谷 信 夫  副管理者 

汐 見 明 男  副管理者 

竹 内 啓 雄  専任副管理者 

野 田 浩 靖  事業部長 

栗 山 淳 彦  施設部長 

越 智 広 志  安全推進室長 
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伊 庭 利 夫  会計管理者 

杉 崎 雅 俊  事業部理事 

福 西  博   施設部次長 

川 島 修 啓  施設部次長 

別 所 尚 紀  総務課長 

橋 本 哲 也  財政課長 

花 畑 久仁浩  業務課長 

池 本 篤 史  施設課長 

田 中 真 宏  新折居清掃工場建設推進課長 

 岡  輝 臣  リサイクルセンター長谷山所長 

山 田 達 也  エコ・ポート長谷山所長 

山 内 皇太郎  クリーンピア沢所長 

親 見 善 人  グリーンヒル三郷山所長 

小 川  均   代表監査委員 

 

３ 職務のため議場に出席した職員 

木 下  敦   議会事務局長 

福 山 哲 之  財政課課長補佐 

 

４ 議事日程 

日程第 １       諸報告について 

日程第 ２       会議録署名議員の指名について 

日程第 ３       会期の決定について 

日程第 ４ 議案第８号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を 

            制定するについて 

日程第 ５ 議案第９号 平成２８年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳出決算認 

            定について 

日程第 ６       休会について 

 

５ 会議に付議した事件 

日程第１～日程第６ 

 

午前１０時００分 開会 

 

○真田敦史議長 皆さん、おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は２２人全員であります。既に定足数に達しておりますので、１

０月定例会は成立をいたしました。 

 これより平成２９年１０月城南衛生管理組合議会定例会を開会し、直ちに本日の会議

を開きます。 
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日程第１ 諸報告について 

 

○真田敦史議長 日程第１、諸報告を行います。 

 城南衛生管理組合監査委員から報告のありました地方自治法第２３５条の２第１項、

同条第３項の規定による例月出納検査結果５件につきましては、その写しをお手元に配

付いたしておりますので、ご覧おき願います。 

 

日程第２ 会議録署名議員の指名について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２１条の規定により議長において、西良倫議員、荻

原豊久議員を指名いたします。 

 

日程第３ 会期の決定について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は本日から１１月２７日までの４２日間といたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は４２日間と決定い

たしました。 

 

日程第４ 議案第８号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例を制定するについて 

 

○真田敦史議長 次に、日程第４、議案第８号、職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例を制定するについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 山本正管理者。 

 

○山本 正管理者（登壇） おはようございます。 

 本日ここに、平成２９年１０月城南衛生管理組合議会定例会を招集いたしましたとこ

ろ、議員の皆様方には何かとお忙しい中、ご参集を賜りまして厚く御礼を申し上げます。 

 また、先日１０月１５日の日曜日に開催いたしました「環境まつり」につきましては、

あいにくの天候ではありましたが、多くの住民の方にご来場いただき、清掃工場の見学

ツアーや各種工房体験等を通じまして、循環型社会の推進や地球温暖化防止に向けての

啓発ができたところであり、皆様のご支援、ご協力に感謝申し上げます。 
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 それでは、ただ今議題となりました、議案第８号、職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例を制定するについての提案理由のご説明を申し上げます。 

 お手元の議案第８号参考資料をご参照いただきたいと存じます。 

 今般、就業の促進及び雇用の継続を通じた職業の安定を図るため、雇用保険法や育

児・介護休業法の改正を内容とする雇用保険法等の一部を改正する法律が施行され、平

成２９年１０月１日から民間従業員に係る育児休業制度の見直しが行われたところで

ございます。同時に民間との均衡を考慮し、地方公務員の育児休業等に関する法律の一

部が改正されたことに伴い、本組合条例につきまして、法改正にあわせて再任用短時間

勤務職員の育児休業の延長に関連する部分について、「子が１歳６カ月の到達日以降に

おいても保育所に入れない場合等」の延長要件について定めるなど、所要の改正をする

ため、提案いたすものでございます。 

 なお、施行期日につきましては、公布の日からといたしております。 

 よろしくご審議をいただき、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 

 

○真田敦史議長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 第８号議案を可決するに賛成の議員の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○真田敦史議長 起立全員であります。よって、議案第８号は、原案のとおり可決されま

した。 

 

日程第５ 議案第９号 平成２８年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳

出決算認定について 

 

○真田敦史議長 日程第５、議案第９号、平成２８年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 山本正管理者。 
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○山本 正管理者（登壇） ただ今議題となりました、議案第９号、平成２８年度城南衛

生管理組合一般会計歳入歳出決算認定についての提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、平成２８年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳出決算につきまして、地方自

治法第２３３条第３項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するも

のでございます。 

 また、地方自治法第２３３条第５項の規定に基づきます、主要な施策の成果説明書並

びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書のほかに、

歳入歳出決算事項別明細説明書を関係附属書類として提出いたすものでございます。 

 なお、参考資料として平成２８年度の決算額を基礎に作成いたしました貸借対照表と

行政コスト計算書を作成いたしておりますので、ご高覧のほど、お願い申し上げます。 

 それでは、計数の詳細につきましては後ほど会計管理者から説明をいたさせますので、

よろしくご審議をいただきまして、ご認定を賜りますようお願い申し上げます。 

 

○真田敦史議長 次に、決算の計数について説明を求めます。 

 伊庭利夫会計管理者。 

 

○伊庭利夫会計管理者（登壇） おはようございます。それでは、私の方から、議案第９

号、平成２８年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳出決算について、計数的な説明を申

し上げます。 

 まず、平成２８年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳出決算書の概略を説明させてい

ただきます。次に、その詳細を記載しております附属書類の歳入歳出決算事項別明細書、

実質収支に関する調書、財産に関する調書を説明させていただきますので、よろしくお

願いします。 

 まずは、歳入決算でございますが、決算書の１ページ、２ページをご覧願います。歳

入決算の総額につきましては、２ページの表最下段に記載しております、収入済額の合

計は９２億１,３７３万９,２５６円、同じく２ページ記載の不納欠損額の合計は１５万

９円、同じく２ページ記載の収入未済額の合計は９２万８,５４７円となっておりまし

て、１ページ記載の予算現額の合計９２億１２０万６,０００円に対しまして、２ペー

ジの最下段右側に記載しております、予算現額と収入済額との比較の合計で１,２５３

万３,２５６円の増額となっております。 

 次に、歳出決算でございますが、決算書の３ページ、４ページをご覧願います。歳出

決算の総額につきましては、４ページの表最下段左側に記載しております、支出済額の

合計は、９１億３,３３６万６５９円、同じく４ページ記載の不用額の合計は６,７８４

万５,３４１円となっておりまして、３ページ記載の予算現額の合計９２億１２０万６,

０００円に対しまして、４ページの表の最下段右側に記載しております、予算現額と支

出済額との比較の合計で６,７８４万５,３４１円の差引残額となっております。 

 なお、収入済額から支出済額を差し引きました、歳入歳出差引残額は、３ページの欄

外中ほどに記載しております８,０３７万８,５９７円となっております。 

 以上が平成２８年度の決算書の概略でございます。 

 続きまして、決算書の詳細につきまして、次のページ、５ページからの事項別明細書
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に沿い、ご説明申し上げます。 

 まずは、歳入でございますが、歳入は５ページから１０ページに記載しております。 

 まずは、５ページ、６ページをご覧願います。表の上段に記載しております、款１、

分担金及び負担金でございます。分担金は、構成市町からいただいているものであり、

歳入決算の多くを占めております。予算現額３４億７,７９７万円に対しまして、収入

済額は同じく３４億７,７９７万円となっておりまして、調定額どおりの収入となって

おります。 

 次に、同じページの表中段に記載しております、款２、使用料及び手数料でございま

す。使用料及び手数料につきましては、予算現額４億７,４６８万６,０００円、調定額

４億７,８４０万９,４３２円に対しまして、収入済額は４億７,７３３万８７６円とな

っております。なお、この収入の主なものは衛生手数料の４億７,５８３万５,８３５円

でございます。また、この中には、６ページの備考欄に記載しております還付未済額１

万６０円が含まれております。 

 次に、同じページの表下段に記載しております、款３、国庫支出金でございます。国

庫支出金は、折居清掃工場の更新事業に係る財源といたしまして、予算現額２０億７,

３３８万６,０００円に対しまして、収入済額は２０億７,３３８万６,０００円となっ

ておりまして、調定額どおりの収入となっております。 

 次に、同じページの表最下段に記載しております、款４、財産収入でございます。財

産収入につきましては、予算現額５,８７２万４,０００円に対しまして、収入済額は６,

３９９万６,３３９円となっておりまして、調定額どおりの収入となっております。な

お、この収入の主なものは、次のページ、７ページ、８ページの表上段に記載しており

ます利子及び配当金の４６万７,４２５円並びに物品売払収入の６,３５２万８,９１４

円でございます。物品売払収入は缶並びにペットボトルなどのリサイクル資源化物や破

砕選別有価物の売払収入でございます。 

 次に、同じページの表中段に記載しております、款５、繰入金でございます。繰入金

につきましては、予算現額３,７１５万９,０００円に対しまして、収入済額は３,７１

２万３,０００円となっておりまして、調定額どおりの収入となっております。なお、

この繰入金はし尿収集運搬委託企業転廃業助成基金の繰入金でございます。 

 次に、同じページの表中段に記載しております、款６、繰越金でございます。繰越金

につきましては、予算現額１億４６０万７,０００円に対しまして、収入済額は１億４

６０万６,８３６円となっておりまして、調定額どおりの収入となっております。 

 次に、同じページの表最下段に記載しております、款７、諸収入でございます。諸収

入につきましては、予算現額１億７,３６７万４,０００円に対しまして、収入済額は１

億７,８３２万６,２０５円となっておりまして、調定額どおりの収入となっております。

なお、この収入の主なものは、発電収入の１億５,８８４万９,８６２円並びに、次のペ

ージ、９ページ、１０ページの表上段に記載しております雑入の１,９２６万９,１８９

円でございます。発電収入はクリーン２１長谷山の余剰電力売却によるものであり、ま

た、雑入の明細につきましては、１０ページの備考欄に記載しておりますので、ご参照

ください。 

 次に、歳入の最後でございますが、同じページの表中段に記載しております、款８、
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組合債でございます。組合債は、折居清掃工場更新工事によるものが大部分となってお

りまして、予算現額２８億１００万円に対しまして、収入済額は２８億１００万円とな

っており、調定額どおりの収入となっております。なお、各事業の明細につきましては、

１０ページの備考欄に記載しておりますので、ご参照ください。 

 以上が歳入決算の詳細についてのご説明でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１１ページから２６ページに記載しております。 

 まずは１１ページ、１２ページをご覧願います。表の上段に記載しております、款１、

議会費でございます。議会費につきましては、予算現額４７４万２,０００円に対しま

して、支出済額は４０３万９,８２７円でありまして、不用額は７０万２,１７３円とな

っております。 

 次に、同じページの表中段に記載しております、款２、総務費でございます。総務費

につきましては、予算現額４億５,１１５万４,０００円に対しまして、支出済額は４億

４,１８６万７,８６９円であり、不用額は９２８万６,１３１円となっております。な

お、不用額の主なものといたしましては、一般管理費の７９９万３９円でございます。 

 次に、ページが飛びまして、１５ページ、１６ページをご覧願います。表の下段に記

載しております、款３、衛生費でございます。衛生費は、工場並びに各施設関連の経費

が中心となっておりまして、予算現額８３億２,３８３万２,０００円に対しまして、支

出済額は８２億７,１１２万４,７２７円であり、不用額は５,２７０万７,２７３円とな

っております。なお、不用額の主なものといたしましては、清掃総務費の４４８万９,

７３９円、ページが飛びまして、１９ページ、２０ページの表中段に記載しております

ごみ焼却費の２,５２０万８,６００円、次のページ、２１ページ、２２ページの表下段

に記載しております、ごみ破砕費で７９５万１６４円、次のページ、２３ページ、２４

ページの表中段に記載しております、ごみ埋立費で９９１万１,８５４円などが主な不

用額でございます。 

 次に、次のページ、２５、２６ページをご覧願います。表の上段に記載しております、

款４、公債費でございます。公債費はいわゆる借金の返済でございまして、予算現額４

億１,６５１万７,０００円に対しまして、支出済額は４億１,６３２万８,２３６円であ

り、不用額は１８万８,７６４円となっております。 

 次に、歳出の最後でございますが、同じページの表中段に記載しております、款５、

予備費でございます。予備費につきましては、当初予算額５００万円に対しまして、予

算の執行過程においてその一部を充当し、支出しております。その明細につきましては、

２６ページの備考欄に記載しておりますので、ご参照ください。 

 以上が歳出決算の詳細についての説明でございます。 

 続きまして、実質収支に関する調書についてご説明申し上げます。次のページ、２７

ページをご覧願います。歳入総額９２億１,３７３万９,２５６円に対しまして、歳出総

額は９１億３,３３６万６５９円となっておりまして、歳入歳出差引額は８,０３７万８,

５９７円でございます。なお、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収

支額は８,０３７万８,５９７円となっております。 

 以上が実質収支に関する調書についての説明でございます。 

 続きまして、財産に関する調書についてご説明申し上げます。次のページ、２８ペー
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ジをご覧願います。公有財産のうち、土地につきましては表の左側に記載しております。

その最下段に合計を記載しております、土地の決算年度末現在高の合計は１８万３,１

９９.８６㎡となっておりまして、決算年度中の増減はございません。また、建物につ

きましては表の右側に記載しておりまして、その右の最下段に合計を記載しております、

建物の決算年度末現在高の合計は４万４,２２７.６５㎡となっておりまして、こちらも

決算年度中の増減はございません。 

 次に、物品につきまして、ご説明申し上げます。次のページ、２９ページ、３０ペー

ジをご覧願います。主要物品につきましては、３０ページの表最下段の合計欄に記載し

ております、決算年度中に２物品が増加し、１物品が減少いたしました。これにより、

決算年度末現在高の合計は１３９物品となっております。 

 最後に、基金につきましてご説明申し上げます。次のページ、３１ページをご覧願い

ます。まずは、上段の表、財政調整基金は、一般会計からの積立金並びに運用益で５,

２３５万４,６６３円が増加し、決算年度末の現在高は１億７,８２７万４,２３６円と

なっております。 

 次に、下段の表、し尿収集運搬委託企業転廃業助成基金は、平成２３年度から定期積

立を再開しておりまして、決算年度末では、分担金からの積み立て並びに運用益で３,

０４１万６,７６２円の現金が増加いたしました。一方で、し尿の収集量減少に伴いま

す、し尿収集運搬車両１台分の減車が発生いたしましたので、３,７１２万３,０００円

を取り崩し、現金に係る決算年度末の現在高は１億６,０４４万５,０５５円となってお

ります。 

 次に、有価証券ですが、決算年度中の増減はなく、有価証券に係る決算年度末の残高

は１億４,９８９万５,０００円となっております。これにより、当該基金の現金及び有

価証券を合わせました決算年度末の現在高の合計は３億１,０３４万５５円となってお

ります。 

 以上で平成２８年度決算の計数説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りまし

て、ご認定いただきますようお願い申し上げます。 

 

○真田敦史議長 この際、本決算に対する監査委員の報告を求めます。 

 小川均代表監査委員。 

 

○小川 均代表監査委員（登壇） 改めまして、おはようございます。 

 監査委員をさせていただいております小川でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、地方自治法第２３３条第２項の規定によりまして、管理者から審査に付さ

れました、平成２８年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳出決算の審査をいたしました

ので、その結果の大要を報告させていただきたいと思います。 

 決算の審査は、去る９月６日に、ここに出席していただいております太田監査委員さ

んと一緒に、本組合事務局において実施をさせていただきました。 

 審査の対象は平成２８年度一般会計歳入歳出決算についてでございます。 

 審査の方法としては、管理者から送付されました決算書、事項別明細書、実質収支に

関する調書、財産に関する調書が法令の規定に準拠して作成されているかを確かめ、決
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算計数については、歳入歳出簿及び証拠書類その他関係諸帳簿並びに財産台帳と照合し、

予算の執行内容についても決算との比較分析等によって検討を加えながら、関係職員か

らの説明聴取や質問を行う中で審査を行わせていただきました。 

 審査の結果でございますが、審査に付されました決算及び附属書類は法令の規定に準

拠し作成されており、その計数についてはいずれも関係諸帳簿と符合しており、正確で

あることを確認いたしました。 

 次に、決算の概要でございますが、予算現額９２億１２０万６,０００円に対する決

算額は、歳入が９２億１,３７３万９,２５６円、歳出が９１億３,３３６万６５９円で

あります。歳入歳出差引残額は８,０３７万８,５９７円となっております。 

 なお、決算を前年度と比較いたしますと、歳入は４６億７,６１６万４８１円で、約

１０３％増、歳出につきましても４７億３８万８,７２０円、１０６％と、ともに増額

となっております。 

 細目の数値、比率等については、お手元に配付されております審査意見書をご清覧願

いたいと存じます。 

 なお、平成２８年度決算の参考資料として、今年度も貸借対照表及び行政コスト計算

書が作成されており、行政サービスに要した費用やそれに賄われた財源など、コスト分

析が行われておりました。 

 以上、平成２８年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳出決算審査についての報告とさ

せていただきます。 

 以上でございます。 

 

○真田敦史議長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、１１人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付

託の上、休会中も継続して審査をすることにいたしたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。よって、本案については、１１人の委員をもっ

て構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、休会中も継続して審査をするこ

とに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただ今設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第４条第

１項の規定により議長において、亀田優子議員、田島祥充議員、藤本英樹議員、岩田剛

議員、一瀬裕子議員、西良倫理議員、信貴惠太議員、池田輝彦議員、岡本里美議員、鳥
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居進議員、渡辺俊三議員、以上の１１名を指名したいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。よって、ただ今指名いたしました１１人の議員

を決算特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。 

 ただ今選任されました決算特別委員会委員の皆さんは、休憩中に委員会を開いていた

だき、正副委員長の互選を行い、その結果を議長まで報告を願います。 

 なお、小川代表監査委員におかれましては、これにて退席をされます。ご苦労さまで

した。 

 暫時休憩いたします。 

 決算特別委員の皆さんは１階Ｄ会議室にお集まりください。 

 

午前１０時３４分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

 

○真田敦史議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩中に開かれました決算特別委員会において、正副委員長を互選の結果、委員長に

は田島祥充議員が、副委員長には岩田剛議員がそれぞれ選出されましたので、ご報告を

申し上げておきます。 

 

日程第６ 休会について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第６、休会についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、１０月１８日から１１月２６日までの４０日間を休会いたしたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。よって、１０月１８日から１１月２６日までの

４０日間を休会することに決定いたしました。 

 以上もちまして本日の日程は全て終了いたしました。 

 なお、一般質問の通告締め切りは１１月１０日午後５時までとなっておりますので、

ご承知おきを願います。 

 次回は１１月２７日午前１０時から会議を開きます。 

 以上でございます。本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。 

 

午前１０時４６分 散会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

城南衛生管理組合議会 

 

議 長  真田 敦史 

副議長  熊谷佐和美 

議 員  西  良倫 

議 員  荻原 豊久 



 

 

 

第２号 

 

（１１月２７日） 
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平成２９年１０月城南衛生管理組合議会定例会会議録 

 

平成２９年１１月２７日 

午 前 １ ０ 時  開 議 

 

１ 出席議員 

太 田 克 彦  議 員 

亀 田 優 子  議 員 

近 藤 恒 史  議 員 

田 島 祥 充  議 員 

馬 場  哉   議 員 

藤 本 英 樹  議 員 

岩 田  剛   議 員 

岡 田 久 雄  議 員 

一 瀬 裕 子  議 員 

上 原  敏   議 員 

熊 谷 佐和美  議 員 

 西  良 倫  議 員 

信 貴 惠 太  議 員 

松 本 義 裕  議 員 

秋 月 新 治  議 員 

池 田 輝 彦  議 員 

岡 本 里 美  議 員 

荻 原 豊 久  議 員 

真 田 敦 史  議 員 

鳥 居  進   議 員 

山 崎 恭 一  議 員 

渡 辺 俊 三  議 員 

 

２ 説明のため出席した者 

山 本  正   管 理 者 

奥 田 敏 晴  副管理者 

堀 口 文 昭  副管理者 

信 貴 康 孝  副管理者 

西 谷 信 夫  副管理者 

汐 見 明 男  副管理者 

竹 内 啓 雄  専任副管理者 

野 田 浩 靖  事業部長 

栗 山 淳 彦  施設部長 

越 智 広 志  安全推進室長 
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伊 庭 利 夫  会計管理者 

杉 崎 雅 俊  事業部理事 

福 西  博   施設部次長 

川 島 修 啓  施設部次長 

別 所 尚 紀  総務課長 

橋 本 哲 也  財政課長 

花 畑 久仁浩  業務課長 

池 本 篤 史  施設課長 

田 中 真 宏  新折居清掃工場建設推進課長 

 岡  輝 臣  リサイクルセンター長谷山所長 

山 田 達 也  エコ・ポート長谷山所長 

山 内 皇太郎  クリーンピア沢所長 

親 見 善 人  グリーンヒル三郷山所長 

 

３ 職務のため議場に出席した職員 

木 下  敦   議会事務局長 

福 山 哲 之  財政課課長補佐 

 

４ 議事日程 

日程第 １        諸報告について 

日程第 ２ 議案第 ９号 平成２８年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳出 

             決算認定について 

日程第 ３ 議案第１０号 財産の無償譲渡について 

日程第 ４ 議案第１１号 平成２９年度城南衛生管理組合一般会計補正予算 

             （第１号） 

日程第 ５        閉会中継続調査について 

 

５ 会議に付議した事件 

日程第１～日程第５ 

 

午前９時５６分開議 

 

○真田敦史議長 皆さん、おはようございます。 

 会議前に、報告をいたします。 

 ただ今の出席議員数は２２人全員であります。既に定足数に達しておりますので、こ

れより平成２９年１０月城南衛生管理組合議会定例会を再開し、直ちに本日の会議を開

きます。 

 

日程第１ 諸報告について 
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○真田敦史議長 日程第１、諸報告を行います。 

 城南衛生管理組合監査委員から報告のありました、地方自治法第２３５条の２第１項、

同条第３項の規定による例月出納検査結果１件につきまして、その写しをお手元に配付

いたしておりますので、ご覧おき願います。 

 

日程第２ 議案第９号 平成２８年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳

出決算認定について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第２、議案第９号、平成２８年度城南衛生管理組合一般会計

歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

 決算特別委員会委員長の報告を求めます。 

 田島祥充決算特別委員会委員長。 

 

○田島祥充議員（登壇） おはようございます。 

 ただ今議題となりました議案第９号、平成２８年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳

出決算審査についての、決算特別委員会における審査経過並びに結果についてご報告を

申し上げます。 

 決算特別委員会は去る１０月１７日の本会議において設置をされ、議案第９号、平成

２８年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳出決算の審査を付託されました。 

 同日に開催をされました第１回目の委員会で正副委員長の互選を行いました結果、委

員長には私が、副委員長には岩田議員が選出された次第でございます。 

 第２回目の委員会は、１０月２４日に招集し、説明には正副管理者をはじめ専任副管

理者、並びに関係部課長などの出席を求めて、１日間ではありましたが、慎重かつ熱心

な審査が行われました。 

 委員会では議事に先立って審査の方法について協議を行いました。 

 その結果、歳出から審査を行うこととし、議会費、総務費、公債費、予備費について

は一括して行い、次に、衛生費について、次に、歳入については全款を一括して、次に、

実質収支及び財産に関する調書についても一括して審査をし、最後に総括質問を行うこ

とに決定をいたしました。審査の中で出されました質疑、答弁、要望等については、各

議員のお手元に資料を配付しておりますのでご覧おき願いたいと思います。 

 次に審査の結果でありますが、第９号議案についての討論はなく、採決の結果、本委

員会は全員一致をもちまして第９号議案を原案のとおり認定すべきものと決定をいた

しました。 

 以上、決算特別委員会における審査の経過と結果についての報告といたしますが、委

員会で出されました意見、要望等については今後の行政運営に適切に反映し、管内住民

の期待と要望に応えていかれるよう、切に希望するものでございます。 

 また、当日は、委員各位におかれましては、終始、ご熱心なご審査をいただきまして

厚く御礼を申し上げます。 

 また、理事者各位におかれましても、審査の円滑な運営にご協力をいただきましたこ

とに対しまして、御礼を申し上げます。 
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 また、あわせて、岩田副委員長さんのご協力によりまして委員会が滞りなく運営でき

ましたことをここに改めて御礼を申し上げます。 

 以上、決算特別委員会の報告を終わります。 

 

○真田敦史議長 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 議案第９号は、委員長の報告どおり、原案のとおり認定すべきものであります。委員

長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○真田敦史議長 起立全員であります。よって、議案第９号は原案のとおり、認定されま

した。 

 

日程第３ 議案第１０号 財産の無償譲渡について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第３、議案第１０号、財産の無償譲渡についてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 山本管理者。 

 

○山本 正管理者（登壇） おはようございます。 

 ただ今議題となりました議案第１０号、財産の無償譲渡についての提案理由のご説明

を申し上げます。 

 お手元の議案第１０号参考資料をご覧ください。 

 本案は、折居清掃工場更新施設整備運営事業建設工事において、宇治市公共下水道へ

接続するため、宇治市宇治白川線に布設した汚水管等について、公共下水道管理者であ

る宇治市において一体管理することにより適切に維持管理を行うため、無償で譲渡する

ことにつき、議会の議決を求めるものであります。 

 よろしくご審議をいただき、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 
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○真田敦史議長 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１０号を採決いたします。 

 議案第１０号を可決するに賛成の議員の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○真田敦史議長 起立全員であります。よって、議案第１０号は原案のとおり、可決され

ました。 

 

日程第４ 議案第１１号 平成２９年度城南衛生管理組合一般会計補正

予算（第１号）について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第４、議案第１１号、平成２９年度城南衛生管理組合一般会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 山本管理者。 

 

○山本 正管理者（登壇） ただ今議題となりました議案第１１号、平成２９年度城南衛

生管理組合一般会計補正予算（第１号）の提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、地方自治法第２１４条の規定により、翌年度以降将来にわたって必要となる

事業の契約を行うため、債務負担行為の追加をいたすものでございます。 

 議案第１１号参考資料に記載しておりますが、今年度で契約期間が満了いたしますリ

サイクルセンター長谷山における破砕廃棄物等運搬業務につきまして、新たな契約を行

う必要がありますことから、限度額２億９,４９０万円の債務負担行為の設定をお願い

するものでございます。本業務委託につきましては、５年間の期間をもって委託契約を

行うことといたしております。 

 以上が、補正予算の内容でございます。 

 よろしくご審議をいただき、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 

 

○真田敦史議長 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１１号を採決いたします。 

 議案第１１号を可決するに賛成の議員の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○真田敦史議長 起立全員であります。よって、議案第１１号は原案のとおり、可決され

ました。 

 

日程第５ 閉会中継続調査について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第５、閉会中継続調査を議題といたします。 

 議会運営委員会委員長、総務常任委員会委員長及び廃棄物（ごみ・し尿）処理常任委

員会委員長から、会議規則第７２条の規定により、お手元に配付いたしました申出書の

とおり、閉会中継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員会委員長、総務常任委員会委員長及び廃棄物（ごみ・し尿）処理常任委

員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員会委員長、総務常任委員会委員長及び廃棄物（ごみ・し尿）処

理常任委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定いたし

ました。 

 以上をもちまして、今期定例会に付議された事件は全て議了いたしました。 

 これをもちまして、平成２９年１０月城南衛生管理組合議会定例会を閉会いたします。 

 なお、閉会に当たりまして管理者からご挨拶がありますので、しばらくお待ち願いま

す。 

 山本管理者。 

 

○山本 正管理者（登壇） 平成２９年１０月城南衛生管理組合議会定例会を閉会するに

当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 
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 本定例議会におきましては、平成２８年度一般会計歳入歳出決算認定をはじめ、本日

追加提出いたしました補正予算（第１号）など４議案につきまして、ご認定、ご可決を

賜りまして、まことにありがとうございました。 

 本定例議会を通じまして、議員各位から頂戴いたしました貴重なご意見、ご指導を念

頭に置きまして、３市３町から託されました本組合の基本使命である適正な廃棄物処理

事業を実施するため、新しい折居清掃工場の完成をはじめとする諸事業に、引き続き組

織一体となって取り組んでまいる所存でございます。 

 本定例議会は本日で閉会の運びとなりますが、議員各位におかれましては、今後とも

さらなるご指導を賜りますようお願い申し上げますとともに、ますますのご活躍をご祈

念申し上げまして、閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 本日はまことにありがとうございました。 

 

○真田敦史議長 ありがとうございました。 

 以上でございます。ご苦労さまでした。 

 なお、事務局より組合例規集のＣＤロム版を同封いたしておりますので、よろしくお

願いいたします。本日はありがとうございました。 

 

午前１０時１０分 閉会 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

城南衛生管理組合議会 

 

議 長  真田 敦史 

副議長  熊谷佐和美 

議 員  西  良倫 

議 員  荻原 豊久 



議 案 第 ８ 号  

 

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 を 制 定 す る に つ い て  

 

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を 、 次 の と お り 定 め る も の と す る 。  

 

 

  平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 １ ７ 日 提 出  

 

 

              城 南 衛 生 管 理 組 合  

              管 理 者  山 本  正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  

   条 例 （ 案 ）  

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 城 南 衛 生 管  

理 組 合 条 例 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 ３ 号 ア ( イ ) 中 「 第 ２ 条 の ３ 第 ３ 号 に お い て 」

を 「 以 下 」 に 改 め 、 「 「 １ 歳 ６ カ 月 到 達 日 」 と い う 。 ）  

」 の 次 に 「 （ 第 ２ 条 の ４ の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て

は 、 ２ 歳 に 達 す る 日 ） 」 を 加 え る 。  

 第 ２ 条 の ３ 第 ２ 号 中 「 こ の 条 」 の 次 に 「 及 び 次 条 」 を

加 え る 。  

 第 ２ 条 の ４ を 第 ２ 条 の ５ と し 、 第 ２ 条 の ３ の 次 に 次 の

１ 条 を 加 え る 。  

 （ 育 児 休 業 法 第 ２ 条 第 １ 項 の 条 例 で 定 め る 場 合 ）  

第 ２ 条 の ４  育 児 休 業 法 第 ２ 条 第 １ 項 の 条 例 で 定 め る 場

合 は 、 １ 歳 ６ カ 月 か ら ２ 歳 に 達 す る ま で の 子 を 養 育 す

る た め 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 が 当 該 子 の １ 歳 ６ カ 月

到 達 日 の 翌 日 （ 当 該 子 の １ 歳 ６ カ 月 到 達 日 後 の 期 間 に

お い て こ の 条 の 規 定 に 該 当 し て そ の 任 期 の 末 日 を 育 児

休 業 の 期 間 の 末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い る 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 で あ っ て 、 当 該 任 期 が 更 新 さ れ 、 又 は 当

該 任 期 の 満 了 後 に 特 定 職 に 引 き 続 き 採 用 さ れ る も の に

あ っ て は 、 当 該 任 期 の 末 日 の 翌 日 又 は 当 該 引 き 続 き 採

用 さ れ る 日 ） を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業

を し よ う と す る 場 合 で あ っ て 、 次 の 各 号 の い ず れ に も

該 当 す る と き と す る 。  



 （ １ ）  当 該 子 に つ い て 、 当 該 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

が 当 該 子 の １ 歳 ６ カ 月 到 達 日 に お い て 育 児 休 業 を し

て い る 場 合 又 は 当 該 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 配 偶 者

が 当 該 子 の １ 歳 ６ カ 月 到 達 日 に お い て 地 方 等 育 児 休

業 を し て い る 場 合  

 （ ２ ）  当 該 子 の １ 歳 ６ カ 月 到 達 日 後 の 期 間 に つ い て

育 児 休 業 を す る こ と が 継 続 的 な 勤 務 の た め に 特 に 必

要 と 認 め ら れ る 場 合 と し て 規 則 で 定 め る 場 合 に 該 当

す る 場 合  

 第 ３ 条 第 ６ 号 中 「 配 偶 者 と 別 居 し た こ と 」 の 次 に 「 、

育 児 休 業 に 係 る 子 に つ い て 児 童 福 祉 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 保 育 所 、 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等

の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 第

７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 認 定 こ ど も 園 又 は 児 童

福 祉 法 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保 育 事 業 等 （ 以

下 「 保 育 所 等 」 と い う 。 ） に お け る 保 育 の 利 用 を 希 望 し  

、 申 込 み を 行 っ て い る が 、 当 面 そ の 実 施 が 行 わ れ な い こ

と 」 を 加 え 、 同 条 第 ７ 号 中 「 該 当 す る こ と 」 の 次 に 「 又

は 第 ２ 条 の ４ の 規 定 に 該 当 す る こ と 」 を 加 え る 。  

 第 ４ 条 中 「 配 偶 者 と 別 居 し た こ と 」 の 次 に 「 、 育 児 休

業 に 係 る 子 に つ い て 保 育 所 等 に お け る 保 育 の 利 用 を 希 望

し 、 申 込 み を 行 っ て い る が 、 当 面 そ の 実 施 が 行 わ れ な い

こ と 」 を 加 え る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  



提 案 理 由  

 

 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 の 改 正 に 伴 い 、

所 要 の 改 正 を 行 う た め 、 本 案 を 提 案 す る も の で あ り ま す 。  

 



議 案 第 １ ０ 号  

 

財 産 の 無 償 譲 渡 に つ い て  

 

下 記 の と お り 財 産 を 無 償 で 譲 渡 す る た め 、 地 方 自 治 法

（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 ６ 号 の 規

定 に よ り 、 議 決 を 求 め る 。  

 

  平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ ７ 日 提 出  

 

              城 南 衛 生 管 理 組 合  

              管 理 者  山 本  正  

 

記  

 

１  譲 渡 す る 財 産  

種類 所在地 名称、規格及び数量 

排水施設 

（汚水管等） 

宇治市宇治折居１８番

地、２３－２番地、２

４番地、３４番地 

塩化ビニル管（内径２００ｍｍ） 

延長２５７．０ｍ、公共汚水ます

１箇所、マンホール１３箇所 

 

２  譲 渡 の 相 手 方   宇 治 市 宇 治 琵 琶 ３ ３ 番 地  

宇 治 市  

市 長  山 本  正  

 

 



提 案 理 由  

 

公 共 下 水 道 管 理 者 で あ る 宇 治 市 に お い て 一 体 管 理 し 、

施 設 の 適 切 な 維 持 管 理 を 図 る た め 、 無 償 で 譲 渡 す る こ と

に つ き 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  
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